


◇会費は、本会の趣旨に賛同していただける方に自主的な加入をお願いしています。

◇一般会費とは別に「賛助会費」があり、企業・団体・個人の賛同者様から１口１，０００円（法人様は３口以上）で会費 

  をお願いしております。 

磐田市社会福祉協議会(社協)

「会費募集」ご協力のお願い 
社協とは 

社会福祉法に基づき、地域福祉の推進を図ることを目的として全国、都道府県、市区

町村を単位に設置された社会福祉法人です。通称「しゃきょう」と呼ばれています。 

磐田市社協では、誰もが住み慣れた地域で安心して暮らしていけるように、地域の

皆様の支え合い・助け合い活動を推進する取り組みを行っています。 

令和５年度版 

社会福祉法人 

社協の財源 

社協の事業運営の財源は、会員の皆様からの会費や共同募金の配分金、寄附金の他、

市や県社協からの補助金・受託金などです。 

地域の実情に応じた新規事業や、きめ細かく柔軟に対応できる事業展開のためには、

会費は最も重要な自主財源です。１人でも多くの方に活動の趣旨をご理解いただき、

財源の面からもご協力いただきたく、お願い申し上げます。 

社会福祉法人 磐田市社会福祉協議会    
〒438-0077 磐田市国府台57番地７ 

i プラザ（磐田市総合健康福祉会館）1階 

TEL：0538-37-4824 FAX：0538-37-4866   

「皆様の力」が「地域福祉」の原動力です。

一般会費 
自治会様を通じて各世帯から１世帯５００円 

ホームページ Facebook Instagram 

回 覧



ホームページ Facebook 

☆その他、各種事業を実施しております。詳しくは 

磐田市社会福祉協議会ＨＰや SNS をご覧ください。  

せいかつ応援倶楽部とは、磐田市社会福祉協議会が平成２２年５月にスタートした住民参 
加型の生活支援事業です！『地域支援員』としてご登録いただいた地域住民のみなさんが、

公的サービスでは対応できない生活上の“ちょっとした困りごと”の解決を支援します。 

生活を支える制度は時代と共に充実して

きています。けれど全てを制度に頼ること

はできません！例えば、 

掃除、ペットの世話、草取り、ゴミ出し・
分別、買い物代行、整理整頓、話し相手、
病院付き添い、などなど…
生活する上で必要なことはたくさんありま

す。そんな、家族や制度だけでは解決でき

ない生活上に潜む困りごとが、“ちょっと

した困りごと”です。 

ちょっとした困りごとを抱えながら、 

高齢者世帯・障がいのある方で身近に手 

助けを頼める人がいない方が対象です。 

例えば… 

「高齢者世帯でできないことが増えた」 
「近くに家族や親戚がいない…。」など 
そんな状況から『孤立』してしまう方が

増えている時代です。応援倶楽部は、地

域とのつながりや支え合い活動を再構築

することを目的とした事業です。 

Instagram 














